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農薬 備考

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニ
ルブトキサイドを含まないものに限ること。

なたね油乳剤

調合油乳剤

マシン油エアゾル

マシン油乳剤

デンプン水和剤

脂肪酸グリセリド乳剤

メタアルデヒド粒剤 捕虫器に使用する場合に限ること。

硫黄くん煙剤

硫黄粉剤

硫黄・銅水和剤

水和硫黄剤

石灰硫黄合剤

シイタケ菌糸体抽出物液剤

炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤

銅水和剤

銅粉剤

硫酸銅 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

生石灰 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

天敵等生物農薬 （附表に掲げる農薬のとおり。なお、天敵とは農薬取締法
第２条第１項の規定に基づき、平成１５年３月４日農林水
産省・環境省告示第一号で定められてる特定農薬のうち
天敵を指す。）

天敵等生物農薬・銅水和剤

性フェロモン剤 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有
効成分とするものに限ること。

クロレラ抽出物液剤

混合生薬抽出物液剤

ワックス水和剤

展着剤 （注）

二酸化炭素くん蒸剤 保管施設で使用する場合に限ること。

ケイソウ土粉剤 保管施設で使用する場合に限ること。

化学合成農薬に含めない農薬



農薬 備考

食酢

燐酸第二鉄粒剤

炭酸水素カリウム水溶剤

炭酸カルシウム水和剤 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。

ミルべメクチン乳剤

ミルべメクチン水和剤

スピノサド水和剤

スピノサド粒剤

還元澱粉糖化物液剤

次亜塩素酸水

注：本表は有機ＪＡＳ規格別表２に準拠するものであるが、要領本文第４の３（１）ウただし書の規定によ
り、展着剤の使用は、その有効成分に関わらず化学合成農薬の使用回数に含めないものとする。


